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２学期 校外学習予定 

 ２学期の校外学習の予定について確認いただき，ご対応いただきますようよろしく

お願いします。なお，雨天での延期等につきましては，適宜連絡させていただきま

す。 

 

  ９月１８（水）・１９（木）   ６年 修学旅行 

 １０月 ８日（火）       ５年 臨海学習 

 １０月１７日（木）       ６年 連合運動会 

 １０月２９日（火）       ５年 連合音楽会 

 １１月 ５日（火）       ３年 堺市めぐり・利休の杜・市役所 

 １１月１９日（火）       １年 ビック・バン 

 １２月 ３日（火）       ２年 キッズプラザ 

 １２月１３日（金）       ４年 総合防災センター・クリーンセンター 
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現在での予定 
【２学期】 

 

８/26（月）始業式 

～12/24（火）終業式 
 

給食は８/28（水）～

12/23（月） 

 

【冬休み】 

 

12/25～１/7 

 

【３学期】 

 

１/8（水）始業式 

～３/24（月）修了式 
 

給食は 1/10（金）～ 

３/21（金） 

 

 

予定につきましては 

変更があり次第お知

らせいたします。 
 

【引き続き、熱中症対策・指導をお願いします】 

 今年は体温を上回る猛暑や酷暑が続いた夏休みでした。８月２６日より２学

期が始まりました。子どもたちが元気に登校し、授業を受けている姿に教職員

一同少しホッとしているところです。しかし、未だに猛暑や酷暑というアナウンス

が連日行われるほど異常な気象が続いています。この気候や環境での学校の

始まりには気を引き締めなければと思っております。前にもお知らせさせてい

ただきましたように、WBGTが３１を超す日にはグラウンドや体育館での活動の

含め運動制限も行いながら対応をしていくことになります。ご理解とご協力をお

願いいたします。熱中症につきましては、２学期も学校でしっかりと水分補給の

大切さや無理をしないことなどを指導してまいります。ご家庭におかれまして

も、引き続き熱中症対策をとっていただくとともに、熱中症についてのご指導の

継続をお願いいたします。さらに、十分な水分補給ができるようにお茶などを

多めに持たせていただきますよう重ねてお願い申しあげます。子どもたちの健

康が維持できるようご協力をお願いいたします。 

 また、安全面への訓練として課業中及び遊放時での不審者対応の訓練とし

て、９月１０日（火）の昼休み終了時から第５校時にかけて不審者対応のため

の避難訓練を行います。 

 ２学期には、学校での様子などを参観していただく 

機会として、１０月２２日（火）の２・３時間目には２年 

生が、５・６時間目には４年生が学年別体育参観を 

予定しています。また、１０月２９日（火）の２・３時間目 

には１年生が５・６時間目には３年生が学年別体育 

参観を予定しています。お忙しい中、申し訳ありませ 

んが、ご参観いただきますようお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

教育実習生が来ます。「よろしくお願いします！」 
★ ９月２日（月）～９月２４日（月）  山田 純蓮（やまだ すみれ）   １年１組 

★ ９月２日（月）～９月２７日（金）  森 翔大（もり しょうた）      ２年１組 

★ ９月２日（月）～９月２７日（金）  永留 頼（ながとめ らい）     ６年３組 

生徒指導より 
 長かった夏休みも終わり、東百舌鳥小学校に明るい声があふれています。元気な子どもたちと２学

期を迎えられたことを心から嬉しく思います。１学期終業式に夏休みの過ごし方について話をしまし

た。①火遊びについて②水に関する注意③運動の必要と熱中症への注意 以上の３点について啓発

を行いました。保護者の皆様のご協力もあり、無事に２学期をはじめることができました。まだまだ暑

い日が続きますが引き続き、ご協力よろしくお願いいたします。 

校区内外でのトラブルについて 

 夏休み期間に本校の校区ではない公園での過ごし方がよくなかったことや，コンビニ店内での迷惑

行為などの連絡をいくつか受けました。本校の校区内にも公園やコンビニなども多数あります。そこで

の過ごし方について日々指導を行っています。それに加え、校区外という意識づけも同時に行ってい

きたいと思います。校区外となると、他の校区の子どもたちとのトラブルや知らない場所で不審者から

声がかかる恐れがあるなど多少ですがリスクもあります。また、自宅・学校以外の場所で大きな地震

におそわれる可能性もあります。地域での過ごし方や遊び方については各ご家庭の方で再度、話をし

ていただけると幸いです。 

ＳＮＳ利用に関するトラブルについて 

 最近では携帯電話やスマートフォン、インターネットのよりよい使い方についての取組みが広がり、

世間ではこれらデジタルツールの正しい使い方について、認識が高まってきているところです。 

ＳＮＳも使い方を間違えれば、子どもたちが危険な目に遭う事態も起こってしまいます。かつて、主なコ

ミュニケーションの方法は「会うことにより話す」「電話で話す」「手紙を書く」という、人と会ったり、文章

に書いたりするというものでした。その中で上手な話し方、書き方という言語力やコミュニケーション能

力が育っていたように思います。しかし、急速なインターネットやＳＮＳの普及により、相手の顔が見え

ないままのコミュニケーションが一般的になってきているのが現状です。顔が見えていると、その人と

心を通わせることもできますが、インターネットやＳＮＳでは送り手の心が伝わりにくいという問題があ

ります。インターネットやＳＮＳ上でのいじめの問題も深刻化しております。軽い気持ちで投稿した記述

や画像が膨大な数のネットユーザーによって瞬く間に拡散し、不本意な投稿が残り続ける「デジタル 

タトゥー」の問題で苦しんでいる人々も多くいます。 

 以前，私が受講した情報モラル研修では、講師の方が「親と子どもの間でルールを交わさず、携帯

電話やスマートフォンを子どもに与えることは、無免許の人間に車を運転させるようなものです。当然

事故が起こります。」と話されていました。 

これらの危険性から子どもたちを守るためには・・・ 

       ①夜の８時には居間の充電器に携帯電話やスマートフォンを置く 

       ②パソコンやスマートフォンにフィルターをかける 

       ③相手の顔が見えるコミュニケーションで絆を深める 

などを各ご家庭でお子さまと話し合っていただくことが、有効であると考えております。 

学校でも情報モラルについて引き続き注意喚起していきます。保護者の皆様にもご協力のほど、どう

ぞよろしくお願い致します。 

 

 


